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配布資料  安平町ゼロカーボンシティ推進協議会説明資料（第 4回） 

 ＜別紙 1＞安平町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

策定事業説明（第 2回） 

 

1. 開会 

 安平町ゼロカーボンシティ推進協議会設置要綱第 6 条第 1 項の規定に基

づき、及川町長が議長となった。 

 及川町長から挨拶が行われた。その中で、新たに委員やアドバイザーにな

る方が紹介された。更に、議会の一般質問にて本協議会についての質問があ

り、立ち上げの経過や組織構成、事業規模といった点について答弁したこと

が紹介された。 

 また設置要綱に第 6 条第 2 項の規定に基づいて本会が適正に開催された

ことが説明された。 

 

2. 委嘱状交付 

 及川町長から山下委員、井内委員、山田委員、黒須アドバイザーに対して

委嘱状の交付が行われた。 

 また、新たに事務局員となった地域おこし協力隊の岸本ゼロカーボン推進

員の紹介があった。 



 

3. EV普通充電器の採択について（報告） 

 事務局より、以前より補助申請を行なっていた EV普通充電器に関する補

助事業について、申請していた 9箇所 26基 34口が全て採択された旨の説

明が行われ、以下の補足・意見交換・質疑応答が行われた。 

【意見交換・質疑応答】 

 エネチェンジの設備であり、あけぼの団地以外の 8箇所の設備について

は誰でも利用可能としている。あけぼの団地の設備については入居者専

用としている。（事務局） 

 事業総額はどの程度か？（委員） 

 工事費ついてはエネチェンジ㈱が負担するので、EV 普通充電器に

関して町としての持ち出しはない。ただし、町民センターについて

は、EV 普通充電器の設置場所まで配線するための施設側の電気工

事が必要であり、この部分については町で負担する予定である。（事

務局） 

 導入される充電器の充電速度はどの程度か？（委員） 

 EV 側の仕様にもよるが、普通充電なので 50km 走行するための電

気を充電するのに 2 時間程度かかる。EV を持っている人が、今回

導入予定の充電器で空の状態から満充電するという使い方よりも、

次の目的地への継ぎ足し充電をするような使い方を想定している。

（事務局） 

 町のあちこちに充電器を設置していくことが必要になると思わ

れる。（委員） 

 

4. ゼロカーボン推進に向けた直近の状況共有 

 事務局より、「安平町ゼロカーボンシティ推進協議会説明資料（第 4回）」

に基づいて説明が行われ、以下の補足・意見交換・質疑応答が行われた。 

【意見交換・質疑応答】 



 町内 4 地域の農地においてソーラーシェアリングの検討を進めている

ということだか、全体で何箇所の農地を対象として事業を計画している

のか？（委員） 

 電力の需要場所となる公共施設のそばにある農地をまずは見て回

っている状況である。先日宮崎委員の農地を見せていただいた。そ

の他はまだ地権者と話をする前の状態で、事業の計画もこれから立

てるところである。（事務局） 

 環境フォーラムはどのような案内をするのか？（委員） 

 10 月の広報「あびら」に別刷で告知を入れる予定であり、またホー

ムページでも告知をする。地球温暖化をテーマとして開催を予定し

ており、早来学園で 10月 25日（金）18：30から開催する。昨年

は休日にやったが今年は平日の夜に試しに開催してみる。（事務局） 

 早来学園で開催するが、生徒が対象というわけではない。平日の夜

の方が参加しやすいのではないかという意見が過去にあった。（議

長） 

 環境教育の点については、「ゼロカーボン」や「マイクログリッド」と言

う親しみのない用語を聞くと、それを調べるところからスタートしなく

てはならず、難しそうに感じて一歩引いてしまう人もいる。しかし、実

際に参加してみると、私たちにとって必要なことだとわかる。一般の人

にもわかりやすく落とし込んで説明をしていっていただけると、幅広い

年代で興味を持ってくれる人が増えると思う。（委員） 

 ソーラーシェアリングについては、農家以外との連携も考えられる。例

えばダイナックスがワイン事業を行っている。そういった事業と連携し、

ゼロカーボンの取り組みで製造されたワインというようなことも可能

かもしれない。もちろん先方と直接話をしているわけではないが、こう

いった形であらゆるところにアンテナを張りながら範囲を広げて検討

を進めていく必要があるのではないか。（議長） 

 環境教育のところで言うと、総合学習の 1 つの単元をいただいて、11



回講義をする予定で、その内 3回は対面で私も参加してお話をする。も

う一つは子ども達に自由に発想してもらい、発想力をつけてもらおうと

思っている。ただし、インターネットで調べると陰謀論など間違った情

報も多く出てくるので、ファクトチェックをしっかりしていくという形

で進めていく。（アドバイザー） 

 安平町は 2050 年に電気を再エネ 100％にするだけではなくて、更に電

化も進めていくという大胆な宣言をしており、普通はそこまで考えてや

っているところはないので、何かブランディングに結びつけても良いか

もしれない。有名なところでは今治市に風力発電の電気で製造している

「風で織るタオル」と言うものがあるが、安平町の場合は例えば「太陽

が育んだワイン」や「太陽が育てたチーズ」といったものが考えられる。

エノテカが「サステナブルワイン」と言う売り方をしていて、そのワイ

ンを購入するとカリフォルニアのワイナリーとそこのコミュニティに

お金が落ちるとして、「地球に優しいことをした」と言う満足感でブラ

ンディングをしている。私はこの取り組みには少し批判的だが、安平町

としてもブランディングをしていくことで、農業者にとってもわかりや

すいし、環境省や経済産業省に対しても説明がしやすいのではないか。

（アドバイザー） 

 ソーラーシェアリングは農業にとっても発電にとっても非効率となる

面が存在するが、先ほどのブランドに結びつけて逆に付加価値をつけて

いくことが必要と考えられる。（アドバイザー） 

 重点加速化事業についてはオンサイト PPA がメインということであれ

ば、自営線が必要となり費用が大きくかかるので、この負担についても

検討を具体化していく必要があるだろう。（アドバイザー） 

 マイクログリッドについては、これにフォーカスした補助事業もあると

思うので、調べてみると良いだろう。（アドバイザー） 

 資料に「民間企業の PPA事業計画の策定」とあるが、これは安平町が行

うのか？（アドバイザー） 



 計画策定の支援を行うことを意図している。まずはヒアリングさせ

ていただいて、ゼロカーボンに取り組む意向があっても取り組み方

がわからない企業に対して PPA 等のアドバイスをすることを想定

している。（事務局） 

 PPA 事業を行っている事業者はいるが、そういった事業者が商

売としてアプローチするよりも、町による今回のようなアプロ

ーチの方が、町内企業にとってスッと入りやすいので、良い取

り組みだと思う。（アドバイザー） 

 環境教育については北海道電力としても取り組んでおり、エネゴンとい

う広報車も用意しているので、ご活用いただければ幸いに思う。（アド

バイザー） 

 PPA 事業については補助金を活用することでコストメリットを実感し

やすい状況となっており、北海道ガスの関係しているところでも、順番

待ちのような状況が生じている。（アドバイザー） 

 マイクログリッドについては、自営線が高額になったり、道路を挟んだ

電力供給が制度的に難しかったりという話がある。目的がレジリエンス

の確保であれば、マイクログリッドにこだわらずに蓄電池との組み合わ

せという方法も排除せずに検討いただくのも良いと思う。（アドバイザ

ー） 

 重点加速化事業は年々厳しくなっている。モデル性や他地域への波及性

が評価されているので、先ほどのブランディング等を通じて地域課題の

解決に結びつくといった見せ方を検討いただけると良い。（アドバイザ

ー） 

 町内には様々なタイプの農地があり、様々なタイプの農業が展開されて

いる。畑での人の動きだけではなく、周辺の草刈りや機械の作業性など

も考慮する必要があるため、ソーラーシェアリングを検討する際には、

様々なバリエーションを考える必要がある。需要地との組み合わせもあ

ると思うので、農業委員会と協議しながら進めていくのが良いと思う。



（委員） 

 畑だけではなくビニールハウスなどの施設があるところで、ペロブ

スカイトなどの曲げられる太陽光パネルを設置し、それでビニール

ハウスで使用するエネルギーを賄うことで、農作物に付加価値をつ

けるような工夫も考えられる。（議長） 

 

5. 地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定について 

 事務局より、「＜別紙 1＞安平町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

策定事業説明（第 2回）」に基づいて説明が行われ、以下の補足・意見交換・

質疑応答が行われた。 

【意見交換・質疑応答】 

 家庭用アンケートは、賃貸と持ち家で分けて分析をした方が良い。また

事業所用アンケートについては、事業所の規模が様々なので、そこを考

慮した上で丁寧に分析をしていく必要がある。分析には協力したい。（ア

ドバイザー） 

 児童・生徒用アンケートで、ゼロカーボンに取り組むことで生活が豊か

になるという回答をした子ども達が多いというのは嬉しい。また、情報

源に関して「テレビ」という回答が多かったが、高校生や大学生になる

とテレビと回答する人が 3割くらいしかいないので、小中学生はまだ家

族と一緒にテレビを見ているというアンケート結果に微笑ましく思っ

た。（アドバイザー） 

 アンケートというのは教育で、アンケートを実施することで色々なこと

に気づいたり、新しい視点が得られたりする。なので、このアンケート

を継続して実施していくことは、ゼロカーボンに向けた一つの良い方法

として考えられるのではないか。（委員） 

 メディアの関係で言うと、今の子ども達の家で新聞を取っている家は多

分 2 割あるかどうか。テレビも都市部では見なくなっていっているが、

今回テレビという回答が多いのは地方という特殊性があるのかもしれ



ない。（委員） 

 今回のアンケートの対象が 5年生以上だが、低学年でも環境教育はでき

る。低学年の環境教育というのは、知識を与えるということではなく、

外で遊び自然と触れ合うことで、豊かな体験を子ども達の記憶の中に残

していくことである。ゼロカーボンというと知識的なところが中心にな

ると思うが、教育の視点からすると体験的なところも考慮していただけ

ると有り難い。（委員） 

 

6. その他 

 その他、全体を通じて以下の意見交換・質疑応答が行われた。 

 家庭ごみの低減については、安平・厚真の 2町の取り組みとしてアプリ

の導入を行うこととなっている。また、苫小牧で廃プラの燃料化事業を

行っているサニックスに対し、プラスチックごみを有価物として取引し

て町の財源に充てていくような検討も行なっている。（事務局） 

 事業所に対してアンケートを実施しているが、取り組みを進めていくた

めには一社一社ヒアリングをして、企業に必要な情報を提供するなどし

ていく必要があるのではないか。可能であれば地域おこし協力隊とも一

緒に取り組めれば、より施策を展開していける。（事務局） 

 安平町も外国人労働者が増えてきており、来年度の JICA の委託事業で

外国人労働者が地域の中で住み続けていける社会づくりをやっていく。

（事務局） 

 例えば、町内企業のアイリスオーヤマは、家電のみならず事業所の再エ

ネ関係の空間プロデュース等もできる。2030 年のゴールに向けてあと

6年しかない中で、来年度は重要な年になってくると思うので、こうい

った町内企業とも連携しながら、動いていく必要がある。（事務局） 

 遠浅地区に 171MWの太陽光発電があり、過去においては草刈りを羊に

やってもらって、その羊の肉を「ソーラーラム」として売り出すことを

検討したことがある。農業者とも連携しながら、こういう新しい商品開



発に繋げていくことをして、ゼロカーボンの取り組みを加速させていき

たい。（事務局） 

 

7. 次回協議会について 

 事務局より、12 月 24 日(火)から次回の協議会を開催予定であることに

ついて説明があった。 

 

8. 閉会 


